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「生活維持物品役務需要減等事業適応計画」の制度概要

１．金融支援

２．事業円滑化

• 信用補完制度（信用保証・信用保険）による特例

• 中小企業投資育成株式会社による株式引受け等の特例

• 日本政策金融公庫等による特別利率による制度融資の特例

• 中小企業基盤整備機構による債務保証

• 食品等持続的供給推進機構による債務保証等

法律に基づく措置

• 事業承継等における特定許認可等に基づく地位の承継

•地方公務員が事業計画へ参画する場合の兼業許可権者との事前協議

• 生協の員外利用許可と事業計画の認定手続のワンストップ化

• 補助金適化法に基づく財産処分の承認手続の簡素化

• 中小企業基盤整備機構による情報提供その他の協力（講習会等の実施）

• 事業協同組合等の設立要件の緩和（必要な発起人数を4人以上から3人以上に引下げ）

• 免責的債務引受けを伴う事業譲渡における被承継会社の債権者保護手続の簡素化

※労協を譲受人とする場合も含む（ワーカーズバイアウト）

• 労働者協同組合の組織変更の円滑化（株式会社への組織変更を可能に）

③組織変更等に係る措置

市町村、都道府県、主務大臣 ※ 

国

認定

認定申請

実施指針提示

申請

民間事業者等：認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画

○対象業種：
食品等の小売（コンビニ、スーパー等）、交通（バス､タクシー等）、
運送、SS､自動車整備その他の生活の維持に必要なサービス

 の効率化を行う事業
○事業主体：

企業、協同組合（生協、労協等）、公益法人、NPO 等
○効率化（生産性向上）の方法：

合理化（業務効率化）、多角化又は広域化その他の事業の効率化

支援

認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関

商工団体(商工会議所､商工会､中小企業団体中央会)、地域金融機関
(地銀､信金信組)、各種協同組合連合会、産業･職能別団体 等
※計画策定･伴走支援、情報提供･助言等の実施

生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会

都道府県又は市町村が設置できる｡構成員は域内の認定支援機関等｡

②事業円滑化に係る措置

①金融支援措置

※1 自治体の場合、主務大臣への意見聴取

※2 主務大臣の場合、当該大臣から自治体への意見聴取

➢ 事業者によるエッセンシャルサービス供給事業の持続性確保に資する事業運営の効率化に取り組む事業計画の認定制度を創設し、エッセン
シャルサービスの公共的意義を制度的に位置づけて社会的認知を向上させるとともに、認定事業者に対し、資金供給の円滑化のための金融
支援等を措置。あわせて、エッセンシャルサービス供給事業者の伴走支援を行う支援機関の認定制度を創設。

➢ 法律の施行期日は公布後6月以内。実施指針は法律の施行までに策定。
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「生活維持物品役務需要減等事業適応」の定義

➢ この法律において「生活維持物品役務需要減等事業適応」とは、事業者が、人口の減少又は少子高齢化の進展その他の経
済社会情勢の変化に伴う生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需要の減少又は供給の不
足に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更を
いう。

➢ 対象業種は、日常生活の維持に必要な物品又は役務の提供を行うサービス産業（コンビニ、スーパー等の食品等の卸小売、
バス､タクシー等の交通、運送、ガソリンスタンド、LPガス供給、自動車整備のほか、医療、介護、保育、公衆浴場、理美容、
洗濯、火葬等の公衆衛生に関するサービス、草刈り、除雪等の生活関連サービス等も含む。）を想定（サービス産業ではな
い農業、建設業等や、日常的な生活の維持に必ずしも必要とはいえない飲食業、旅館業等は対象外。）。

➢ 認定基準、対象業種等については、実施指針において具体化を図る。

①合理化（省力化・業務効率化）
設備投資､DX導入、
共同調達､バックオフィス共通化、
標準化 等

②多角化
・多種のESの事業展開
・ES以外の収益事業の実施

③広域化
 商圏拡大に伴うサプライチェーンの合理化
（その際、既存のインフラの有効活用）

売上

売
上
・
費
用

人口減少に伴う需要減少

2050年 現在

費用

需要

事業の多角化､商圏の広域化

事業効率化
（省力化、多角化等による

コスト削減）
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生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定実務
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➢ 国が実施指針にて提示する生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定基準に基づき、当該認定に係る全ての事
業場が一の市町村の区域に所在するものが作成する計画は当該市町村の長が、当該認定に係る全ての事業場が一の
都道府県の区域に所在するものが作成する計画は当該都道府県の知事が認定を行う。

➢ 主務大臣及び都道府県知事が認定を行うに当たっては、①認定行政庁が主務大臣の場合、都道府県及び市町村に対
して、②認定行政庁が都道府県の場合、市町村に対してそれぞれ意見聴取を行う。

➢ 都道府県知事及び市町村長が認定を行うに当たっては、主務大臣への意見聴取を行う。

生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定基準
行政庁は、事業者の申請する計画が次のいずれにも適
合すると認めるときは、その認定をする。
（１）実施指針に照らし適切なものであること。
（２）当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確
実に実施されると見込まれるものであること。
（３）当該事業適応計画に係る事業の効率化が、その
属する事業分野における市場構造に照らして、持続的なも
のと見込まれること。

＜市町村の実務＞
・当該認定に係る全ての事業場が一の市町村の区域に所在する場合

＜都道府県の実務＞
・当該認定に係る事業場が市町村区域を跨ぎ、かつ一の都道府県の区域に所在する場合

民間事業者等

都道府県

主務大臣

認定申請

意見聴取

市町村

市町村意見聴取

意見聴取

民間事業者等

市町村

主務大臣

認定申請

意見聴取

※認定業務の円滑化のために、事業者は市町村等に事前に相談することが望ましい。
※法律に基づく特例措置の利用を含む場合は、別途許可権者等との協議が必要。
※認定行政庁が主務大臣の場合は、主務大臣から市町村や都道府県への意見聴取を実施。



➢ 認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金について、金融機関等からの借入れの際に、保険限度
額とは別枠で、信用保証協会による保証を受けることができる。

➢ 例えば、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って行われる事業承継等に必要な資金（M＆Aによる買
収資金を含む）を金融機関から借り入れる場合、経営者保証を求めることなく、信用保証協会による保証を受けることが
できる。

➢ 認定労働者協同組合が信用保証協会による付保限度額の特別枠の付与を受けられる特例を創設。

信用補完制度（信用保証・信用保険）による特例

＋

＜一般枠＞ ＜特別枠＞

最大
2.8億円

最大
2.8億円

普通保険：２億円
無担保保険：8,000万円 等

普通保険：２億円
無担保保険：8,000万円 等

金融機関

経営者保証
を求めない

融資
（経営者保証なし）

中小企業Ｂ社

事業承継

信用保証協会

信用保証

※ 保証割合は一般枠、特別枠ともに80％（20％は金融機関負担）
※ 労働者協同組合には特別枠のみ付与（一般枠は付与されない）。

中小企業Ａ社

＜経営者保証を求めない信用保証＞
事業承継による事業の効率化のケース

※ 経営者保証を求めない信用保証を受けるためには、一定の条件を
 満たす必要があります。 5

① 金融支援措置

特例措置



中小企業投資育成株式会社による株式引受け等

国
（経済産業大臣）

地方公共団体
金融機関等

中小企業
投資育成
株式会社

生活維持
物品役務
需要減等
事業適応
事業者

投資

育成

監督

出資

資本金３億円超の株式会社
（中小企業者）も対象

＜中小企業投資育成株式会社からの出資スキーム＞

➢ 中小企業投資育成株式会社は、自己資本の充実と経営権の安定化を図りたい中小企業のニーズに応じて、担保不要
で長期安定投資として株式の引受け等を行うことができる。

➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応の認定事業者にあっては、資本金３億円超の株式会社でも出資を受けること
ができる。
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① 金融支援措置

＜投資対象＞

⚫ 安定成長が見込まれる中小企業に対して、原

則としてマイノリティ投資を行う

1.投資前の資本金が3億円以下の企業
⇒ただし、議決権比率の上限は50％まで
⇒本特例により、資本金が3億円超の株式会社
 も対象となる。

2.将来にわたって安定的な配当を行いつつ更なる成
 長が見込める中小企業
⇒財務基盤の強化や自己資本の充実が必要
な企業に対して、投資実行前に審査を実施

3.業種には制限なし
⇒公序良俗に反するもの、投機的なものは
対象外



➢ 認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金について、日本政策金融公庫等から固定金利（基
準利率から▲0.9％）での貸付けを受けることができる。

日本政策金融公庫等による特別利率による制度融資の特例

特定事業者等

日本政策
金融公庫行政庁

１．制度の利用手順

２．貸付対象等（国民生活事業・中小企業事業）（検討中）

①生活維持物品役務需要減等事業適応計画
の認定申請

②生活維持物品役務需要減等事業適応計画
の認定

③貸付けの申込み

④審査を経て貸付けの決定
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① 金融支援措置

国民生活事業 中小企業事業

貸付対象 認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って事業を行う者（※１）

資金使途 設備資金・運転資金 設備資金・長期運転資金

貸付期間
設備資金 20年以内（うち据置期間２年以内）
運転資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

貸付限度 7200万円 7.2億円

貸付利率 基準利率から0.9%引下げ 2.7億円を限度として基準利率から0.9%引下げ(※２)

（※１）中小企業事業について、中小企業者のほか、法律に基づく措置により、特定事業者及びみなし特定事業者も対象となる
（※２）貸付対象がみなし特定事業者である場合については、基準利率から2.7億円を限度として0.4%引下げ



金融機関

中小企業基盤整備機構及び食品等持続的供給推進機構による債務保証等

中小企業基盤整備機構、
食品等持続的供給推進機構

③
保
証
申
込

④審査

③借入申込

⑥融資

⑤
保
証
承
諾

③
保
証
委
託

⑤
保
証

事業者

保証
決定

保証書
発行

審査
調査
意見書
作成

中小企業基盤整備機構による債務保証
○対象事業者
➢ 特定事業者※（みなし特定事業者を含む）、労働者協同組合

○保証条件（想定）
保証限度：25億円
保証割合：借入元本の50%
保証料：年0.5％又は年0.6％

食品等持続的供給推進機構による債務保証
○対象事業者
➢ 食品等の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者

○保証条件
保証限度：４億円
保証割合：借入元本の90%以内
保証料：年0.8％以内

➢ 認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金について、中小企業基盤整備機構による保証を受ける
ことができる。

➢ 認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金について、食品販売事業者等は、食品等持続的供給
推進機構（食料システム機構）による保証やあっせんを受けることができる。

＜債務保証スキーム＞ ＜制度概要＞

① 金融支援措置

②認定

①申請
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行政庁

※特定事業者
・常時使用する従業員500人
（小売業・サービス業300人、
卸売業400人）以下の会社、
個人及び特定非営利活動法
人並びに事業協同組合等の
組合



➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応として事業承継等を実施する場合に、

✓ その承継される事業が許認可等の対象とされている時、譲り受ける事業者は、承継される側の事業者から、

当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができる。

（※対象となる特定許認可等については、今後政令で定める予定）

事業承継等における特定許認可等に基づく地位の承継
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行政庁

許認可行政庁
① 事前相談

② 計画認定申請

③ 計画認定

許認可行政庁
との協議

質問・追加資料
提出の求め

他の
特定事業者等

④ 事業承継等の実行

⑤ 報告

特定事業者等

＜手続きの流れ（図）（許認可承継の特例）＞

② 事業円滑化に係る措置



措置の適用あり（調整の円滑化）
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地方公務員が事業計画へ参画する場合の兼業許可権者との事前協議

➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応に地方公務員が兼業で参画する場合には、計画にその旨を記載できることとする。

➢ 上記の記載がある場合、生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定をしようとするときは、当該地方公務員の任命権者に協議

し、その同意を得ることとする。

➢ 任命権者は、協議があった場合において、当該地方公務員に対して兼業許可をしたときは、協議への同意を行うものとする。

地方公務員

申請 許可

協議
任命権者

地方公務員

• 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の事業の実施において、その企画立案・運営を行うコア人材の確保は重要であるところ、

地域の事情を熟知し、各種公共事業の企画立案・運営の経験を持つ地方公務員が、コア人材となることが想定されうるため、そ

の自発性に基づいて参画の意が示された場合には、可能な限り円滑に調整を図れるようにすることが重要である。

• 本措置により、事業認定及び兼業許可の判断の整合性を確保し、円滑な事業実施を図る。

申請 許可

任命権者

任命権者において、兼業許可の適否の判断に当たって、
生活維持物品役務需要減等事業適応計画の内容を斟酌することが可能に。

申請 認定

市町村又は都道府県の長、
主務大臣

民間事業者等

申請 認定

民間事業者等

市町村又は都道府県の長、
主務大臣

同意

措置の適用なし 措置の適用あり（調整の円滑化）

② 事業円滑化に係る措置



同意

措置の適用なし 措置の適用あり（ワンストップ化）

申請 認定

※

認
定
後

※認定前の員外利用の申請もあり得る。

市町村又は都道府県の長、
主務大臣

民間事業者等

都道府県知事、
厚生労働大臣

民間事業者等

申請 許可 申請 認定

市町村又は都道府県の長、
主務大臣

民間事業者等

都道府県知事、
厚生労働大臣

協議

➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応として、生協が「離島その他交通不便の地域」（生協法第12条第4項第2号）において生

活に必要な物品を供給する事業を行う場合には、生活維持物品役務需要減等事業適応計画に、その実施に当たって当該生協の組

合員以外の者による当該事業の利用（員外利用）に関する事項を記載できることとする。

➢ 上記の記載がある場合、行政庁（市町村又は都道府県の長、主務大臣）は、生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定

をしようとするときは、都道府県知事※に協議し、その同意を得ることとする。

➢ 都道府県知事※は、協議があった場合において、員外利用の許可をすることができる場合に該当するものであると認めるときは、協議

への同意を行うものとする。

➢ 事業計画の認定をもって、員外利用に関する都道府県知事※の許可があったものとみなすこととする。

（※生協の地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える場合は厚生労働大臣）

認定計画に従って行う事業については、
員外利用許可があったものとみなす。･･･

• 交通不便地において生活維持物品役務を供給することができる事業者が限られているところ、生協がその役割を担うことが

期待される。

• 本措置により、員外利用許可制度及び事業計画認定制度の円滑な運用を図る。

生協の員外利用許可と事業計画の認定手続のワンストップ化
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② 事業円滑化に係る措置



➢ 地方公共団体を申請者に含む生活維持物品役務需要減等事業適応計画については、補助金等により取得した財産の
処分等の制限解除に関わる各省各庁の承認について、生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定申請時にまと
めて申請を行うことができる。

補助金適化法に基づく財産処分の承認手続の簡素化

対象例：補助金等で整備した小売店舗の譲渡
⇒承継者が新たに小売業を展開

✓ 地方公共団体及び事業者が
共同で生活維持物品役務需
要減等事業適応計画を申請

＜手続簡素化のスキーム図＞

○補助事業者

✓地方公共団体
✓事業者

A省

生活維持物品役務
需要減等事業適応計画

➢補助金等交付財産の活用
に関する事項

承認審査
or

報告受領

【ワンストップ窓口】

行政庁

➢ 生活維持物品役務需要
減等事業適応計画の認
定と並行して財産処分の
審査を実施

B省

承認審査
or

報告受領

財産処分に係る
承認申請不要

認定生活維持物品役務
需要減等事業適応計画

※計画の認定プロセスと併せ
て、財産処分を承認

財産処分に係る
承認申請不要

①
②

③
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② 事業円滑化に係る措置



➢ 認定事業者（特定事業者及び労働者協同組合）は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関し、中小
企業基盤整備機構から助言を受けることができる。

➢ 認定支援機関（後述）は、中小企業基盤整備機構による情報提供その他必要な協力を受けることができる。

➢ 特定事業者に対して資金の貸付けを行う金融機関は、中小企業基盤整備機構による情報提供その他必要な協力を
受けることができる。
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② 事業円滑化に係る措置中小企業基盤整備機構による情報提供その他の協力

認定支援機関・金融機関への支援措置認定事業者への支援措置

認定支援機関
金融機関特定事業者、労協

助言

情報提供

講習会

中小機構 中小機構

○具体内容

・中小企業に共通する経営課題等に関する情報提供、講習会

○具体内容

・事業の効率化に向けた全国における一般的な知見の提供



➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応として行う組合の設立が事業の効率化に寄与する場合は、

✓ 事業協同組合・企業組合・協業組合を設立する際の発起人の数が、
｢４人以上｣から｢３人以上｣に緩和される。

事業協同組合等の設立要件の緩和

14

＜事業協同組合・企業組合・協業組合の設立要件の緩和＞

③ 組織変更等に係る措置

特例の適用あり特例の適用なし

発起人として、4人以上集める必要 発起人3人以上で設立が可能に

認定

発起人発起人



➢ 生活維持物品役務需要減等事業適応として、免責的債務引受けを伴う事業譲渡を実施する場合に、

✓ 事業譲渡の際の債権者への通知に関して、通知・催告から１ヶ月以内に異議がなければ、債権者が事業の譲渡を
承認したものとみなすことができる。（通常必要となる全債権者からの同意を得ることは不要。）

✓ 株式会社から労働者協同組合が事業を譲り受ける場合（ワーカーズバイアウト）を行う場合にも、適用を可能と
することで、ワーカーズバイアウトの円滑化に寄与する。

事業譲渡における被承継会社の債権者保護手続の簡素化

15

特例の適用あり

債権者承認株式会社

催告を行い、異議がない場合は承認したものとみなす
（同意を得ることは不要）

債権者同意

特例の適用なし

株式会社

全債権者の同意を得る必要

認定

＜債権者保護手続の簡略化＞

③ 組織変更等に係る措置



労働者協同組合から株式会社への組織変更
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組織変更

認定

労協 解散 株式会社

特例の適用なし

持分権者 設立

労協 株式会社

特例の適用あり

【組織変更に係る各種手続】

• 組織変更に係る計画の承認 ・組織変更に係る議決の公告

• 株式等の割当て ・組織変更の効力の発生 等

➢ 労働者協同組合から株式会社への組織変更を行う場合に、労協の解散及び株式会社の新設の手続によらず、法人格の
同一性を維持したまま、組織変更により、株式会社になることができる。

③ 組織変更等に係る措置



認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関及び協議会の概要

17

➢ 認定事業者が行う事業の効率化（合理化・多角化・広域化）への側方支援を行う機関を認定（＝認定生活維持物品
役務需要減等事業適応支援機関。以下「認定支援機関」）し、その取組を促進する。

➢ 都道府県又は市町村は、認定支援機関等を構成員とする協議会（＝生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議
会。以下「支援協議会」）を設置できることとし、地域の取組の促進が適切かつ効果的に行われるよう協議を行う。

商工会議所
商工会

中小企業
団体中央会

各種
職能団体

地銀
信金信組

各種
協同組合
連合会

各種
産業団体

認定申請の事前･事後の支援

生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の実施

（認定）生活維持物品役務需要等事業適応計画

認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関

■想定スキーム

■実施業務
・計画策定･伴走支援

・情報提供･助言等の実施

・経営・技術指導 等

■認定権者
・主務大臣（経済産業大臣）

■認定支援機関に対する措置
・中小機構による情報の提供・協力

・域内の支援機関、地方公共団体、国(地方支分部局)による域内協議会

（＝支援協議会）への参画

■想定する認定支援機関
１）商工団体：商工会議所、商工会、中小企業団体中央会 等

２）地域金融機関：地銀、信金・信組

３）協同組合連合会：生協、農協 等

４）産業･職能別の団体

５）大学

６）地域の総合的な生活環境関連サービスの事業主体

④認定支援機関及び支援協議会
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